
目
　
　
　
次

告
　
　
　
示
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救
急
病
院
等
の
認
定
（
三
件
）
…
…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
七
七

○
指
定
希
少
野
生
動
植
物
種
及
び
特
定
希
少
野
生
動
植
物
種
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
七
八

山
梨
県
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
諸
収
入
条
例
別
表
の
規
定
に
よ
る
知
事
の
定
め
る
額
の
一

○
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部
改
正

○
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件
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…
一
七
八

○
道
路
の
路
線
認
定
（
二
件
）
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…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
…
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一
七
九

○
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路
の
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定
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二
件
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…
一
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…
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…
一
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〇
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始
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件
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…
…
…
…
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…
…
…
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…
…
…
一
八
〇

○
河
川
区
域
の
指
定
の
一
部
改
正
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二
件
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…
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…
…
…
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…
…
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二

○
洪
水
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を
す
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河
川
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
八
二

○
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
認
可
（
九
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
八
二

○
県
代
行
公
共
下
水
道
設
置
工
事
の
完
了
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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八
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公
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○
特
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非
営
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活
動
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証
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請
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…
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録
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更
新
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
八
七

○
公
共
測
量
の
終
了
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
八
七

○
水
防
法
に
基
づ
く
水
防
警
報
を
す
る
河
川
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
八
七

そ
　
の
　
他

○
山
梨
県
収
用
委
員
会
運
営
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
八
七

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
百
四
十
二
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
病
院
を
救
急
病
院
と
し
て
認
定
し
た
。

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
救
急
病
院
の
名
称
及
び
所
在
地

名
　
　
　
　
　
　
称
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所
　
　
　
　
在
　
　
　
　
地

都
留
市
立
病
院
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
都
留
市
つ
る
五
丁
目
一
番
五
十
五
号

二
　
認
定
期
間

平
成
二
十
年
三
月
二
十
五
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
三
月
二
十
四
日
ま
で

山
梨
県
告
示
第
百
四
十
三
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
病
院
を
救
急
病
院
と
し
て
認
定
し
た
。

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
救
急
病
院
の
名
称
及
び
所
在
地

名
　
　
　
　
　
　
称
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所
　
　
　
　
在
　
　
　
　
地

石
和
共
立
病
院
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
笛
吹
市
石
和
町
広
瀬
六
百
二
十
三
番
地

二
　
認
定
期
間

平
成
二
十
年
二
月
二
十
三
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日
ま
で

山
梨
県
告
示
第
百
四
十
四
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
病
院
を
救
急
病
院
と
し
て
認
定
し
た
。

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
救
急
病
院
の
名
称
及
び
所
在
地

名
　
　
　
　
　
　
称
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所
　
　
　
　
在
　
　
　
　
地

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
八
百
四
十
一
号
　
　
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一
七
七

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
年

三
月
三
十
一
日

第
千
八
百
四
十
一
号

月　曜　日



山
梨
市
立
牧
丘
病
院
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
梨
市
牧
丘
町
窪
平
三
百
二
番
地
の
二

二
　
認
定
期
間

平
成
二
十
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
三
月
二
十
一
日
ま
で

山
梨
県
告
示
第
百
四
十
五
号

山
梨
県
希
少
野
生
動
植
物
種
の
保
護
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
九
年
山
梨
県
条
例
第
三
十
四
号
）
第

八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
希
少
野
生
動
植
物
種
及
び
特
定
希
少
野
生
動
植
物
種
を
次
の
と
お

り
指
定
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
指
定
希
少
野
生
動
植
物
種

キ
タ
ダ
ケ
ソ
ウ
（
キ
ン
ポ
ウ
ゲ
科
）

キ
タ
ダ
ケ
キ
ン
ポ
ウ
ゲ
（
キ
ン
ポ
ウ
ゲ
科
）

キ
タ
ダ
ケ
ト
リ
カ
ブ
ト
（
キ
ン
ポ
ウ
ゲ
科
）

ヒ
イ
ラ
ギ
デ
ン
ダ
（
オ
シ
ダ
科
）

ヒ
メ
デ
ン
ダ
（
メ
シ
ダ
科
）

キ
バ
ナ
ノ
ア
ツ
モ
リ
ソ
ウ
（
ラ
ン
科
）

カ
モ
メ
ラ
ン
（
ラ
ン
科
）

ホ
テ
イ
ア
ツ
モ
リ
（
ラ
ン
科
）

ア
ツ
モ
リ
ソ
ウ
（
ラ
ン
科
）

ニ
ョ
ホ
ウ
チ
ド
リ
（
ラ
ン
科
）

ホ
テ
イ
ラ
ン
（
ラ
ン
科
）

タ
カ
ネ
ビ
ラ
ン
ジ
（
ナ
デ
シ
コ
科
）

タ
カ
ネ
マ
ン
テ
マ
（
ナ
デ
シ
コ
科
）

ホ
ウ
オ
ウ
シ
ャ
ジ
ン
（
キ
キ
ョ
ウ
科
）

ユ
キ
ワ
リ
ソ
ウ
（
サ
ク
ラ
ソ
ウ
科
）

ク
モ
イ
コ
ザ
ク
ラ
（
サ
ク
ラ
ソ
ウ
科
）

ハ
コ
ネ
コ
メ
ツ
ツ
ジ
（
ツ
ツ
ジ
科
）

ム
シ
ト
リ
ス
ミ
レ
（
タ
ヌ
キ
モ
科
）

ヒ
メ
マ
ツ
カ
サ
ス
ス
キ
（
カ
ヤ
ツ
リ
グ
サ
科
）

ヒ
ツ
ジ
グ
サ
（
ス
イ
レ
ン
科
）

カ
リ
ガ
ネ
ソ
ウ
（
ク
マ
ツ
ヅ
ラ
科
）

ラ
イ
チ
ョ
ウ
（
ラ
イ
チ
ョ
ウ
科
）

二
　
特
定
希
少
野
生
動
植
物
種

キ
タ
ダ
ケ
ソ
ウ
（
キ
ン
ポ
ウ
ゲ
科
）

キ
タ
ダ
ケ
キ
ン
ポ
ウ
ゲ
（
キ
ン
ポ
ウ
ゲ
科
）

キ
タ
ダ
ケ
ト
リ
カ
ブ
ト
（
キ
ン
ポ
ウ
ゲ
科
）

ヒ
イ
ラ
ギ
デ
ン
ダ
（
オ
シ
ダ
科
）

ヒ
メ
デ
ン
ダ
（
メ
シ
ダ
科
）

キ
バ
ナ
ノ
ア
ツ
モ
リ
ソ
ウ
（
ラ
ン
科
）

カ
モ
メ
ラ
ン
（
ラ
ン
科
）

ホ
テ
イ
ア
ツ
モ
リ
（
ラ
ン
科
）

ア
ツ
モ
リ
ソ
ウ
（
ラ
ン
科
）

ニ
ョ
ホ
ウ
チ
ド
リ
（
ラ
ン
科
）

ホ
テ
イ
ラ
ン
（
ラ
ン
科
）

タ
カ
ネ
ビ
ラ
ン
ジ
（
ナ
デ
シ
コ
科
）

タ
カ
ネ
マ
ン
テ
マ
（
ナ
デ
シ
コ
科
）

ホ
ウ
オ
ウ
シ
ャ
ジ
ン
（
キ
キ
ョ
ウ
科
）

ユ
キ
ワ
リ
ソ
ウ
（
サ
ク
ラ
ソ
ウ
科
）

ク
モ
イ
コ
ザ
ク
ラ
（
サ
ク
ラ
ソ
ウ
科
）

ハ
コ
ネ
コ
メ
ツ
ツ
ジ
（
ツ
ツ
ジ
科
）

ム
シ
ト
リ
ス
ミ
レ
（
タ
ヌ
キ
モ
科
）

山
梨
県
告
示
第
百
四
十
六
号

山
梨
県
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
諸
収
入
条
例
別
表
の
規
定
に
よ
る
知
事
の
定
め
る
額
（
昭
和
六
十
一
年

山
梨
県
告
示
第
百
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

１
の
表
そ
の
他
の
機
械
器
具
又
は
設
備
の
項
を
削
る
。

２
の
表
素
材
、
機
械
、
電
子
及
び
化
学
の
部
中
精
密
測
定
試
験
の
項
、
電
気
測
定
の
項
及
び
化
学
試

験
の
項
を
削
る
。

山
梨
県
告
示
第
百
四
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
県
道

の
路
線
を
廃
止
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
東
建
設
事
務
所
に
お

い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
年
四
月
二
十
一
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
八
百
四
十
一
号
　
　
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

一
七
八



平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

整
理

路
　
線
　
名

起
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
点

重
要
な
経
過
地

番
号

終
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
点

８

山
梨
市
牧
丘
町
杣
口

３

杣
口
塩
山
線

１

甲
州
市
塩
山
上
於
曽

山
梨
県
告
示
第
百
四
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
県
道

の
路
線
を
廃
止
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
東
建
設
事
務
所
に
お

い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
年
四
月
二
十
一
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

整
理

路
　
線
　
名

起
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
点

重
要
な
経
過
地

番
号

終
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
点

３

笛
吹
市
一
宮
町
坪
井

０

一
宮
山
梨
線

２

山
梨
市
落
合

山
梨
県
告
示
第
百
四
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道
路
の
路
線

を
認
定
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
東
建
設
事
務
所
に
お
い
て
、

こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
年
四
月
二
十
一
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

整
理

路
　
線
　
名

起
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
点

重
要
な
経
過
地

番
号

終
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
点

４

山
梨
市
牧
丘
町
柳
平

１

柳
平
塩
山
線

２

甲
州
市
塩
山
上
於
曽

山
梨
県
告
示
第
百
五
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道
路
の
路
線

を
認
定
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
東
建
設
事
務
所
に
お
い
て
、

こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
年
四
月
二
十
一
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

整
理

路
　
線
　
名

起
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
点

重
要
な
経
過
地

番
号

終
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
点

５

笛
吹
市
一
宮
町
坪
井

１

一
宮
山
梨
線

２

山
梨
市
上
岩
下

山
梨
県
告
示
第
百
五
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
決
定
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
東
建
設
事
務
所
に

お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
年
四
月
二
十
一
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
　
線
　
名
　
一
宮
山
梨
線

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

備
　
　
考

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

笛
吹
市
一
宮
町
坪
井
字
大
原
一
九
九
〇
番

六
・
五
〜

五
〇
七
〇
・
五

の
一
地
先
か
ら

三
四
・
七

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
八
百
四
十
一
号
　
　
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

一
七
九



山
梨
市
上
岩
下
字
小
金
田
三
〇
六
番
地
先

ま
で

笛
吹
市
石
和
町
川
中
島
字
宮
ノ
東
一
一
〇

六
・
五
〜

二
二
〇
・
〇

番
の
四
三
地
先
か
ら

二
二
・
〇

笛
吹
市
石
和
町
川
中
島
字
宮
ノ
東
一
六
〇

七
番
の
一
六
一
地
先
ま
で

山
梨
県
告
示
第
百
五
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
決
定
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
東
建
設
事
務
所
に

お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
年
四
月
二
十
一
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
　
線
　
名
　
柳
平
塩
山
線

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

備
　
　
考

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

山
梨
市
牧
丘
町
柳
平
五
九
番
の
一
地
先
か

四
・
二
〜

一
九
四
三
七
・
七

ら

四
八
・
四

甲
州
市
塩
山
上
於
曽
字
宮
村
一
〇
五
四
番

の
一
地
先
ま
で

山
梨
県
告
示
第
百
五
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
東
建
設
事
務
所
に

お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
年
四
月
二
十
一
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
道
路
の
種
類
　
一
般
国
道

二
　
路
　
線
　
名
　
一
四
〇
号

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

山
梨
市
万
力
字
寺
ノ
前
七
五
〇
番
の
一
地
先
か
ら

旧

四
〇
・
〇
〜

三
二
〇
九
・
四

笛
吹
市
春
日
居
町
鎮
目
字
関
東
林
一
二
九
四
番
の

一
三
三
・
〇

一
地
先
ま
で

新

二
〇
・
三
〜

三
二
〇
九
・
四

一
〇
六
・
五

山
梨
県
告
示
第
百
五
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
管
理
課
及
び
中
北
建
設
事
務
所
峡

北
支
所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
年
四
月
二
十
一
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

道
路
の

路
　
線
　
名

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

延
　
　
　
長

供
用
開
始
の

種
類

（
メ
ー
ト
ル
）
期
日

一
般
国

一
四
一
号

北
杜
市
高
根
町
清
里
字
念
場
原
三
五

二
七
一
・
〇
平
成
二
十
年

道

四
五
番
の
二
八
九
三
地
先
か
ら

三
月
三
十
一

北
杜
市
高
根
町
清
里
字
念
場
原
三
五

日

四
五
番
の
一
三
九
二
地
先
ま
で

山
梨
県
告
示
第
百
五
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
管
理
課
及
び
中
北
建
設
事
務
所
峡

北
支
所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
年
四
月
二
十
一
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
八
百
四
十
一
号
　
　
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

一
八
〇



道
路
の

路
　
線
　
名

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

延
　
　
　
長

供
用
開
始
の

種
類

（
メ
ー
ト
ル
）
期
日

県
道

茅
野
北
杜
韮

北
杜
市
長
坂
町
富
岡
字
富
岡
六
九
番

二
〇
六
・
〇
平
成
二
十
年

崎
線

の
三
地
先
か
ら

三
月
三
十
一

北
杜
市
長
坂
町
富
岡
字
富
岡
六
九
番

日

の
一
地
先
ま
で

山
梨
県
告
示
第
百
五
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
東
建
設
事
務
所
に

お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
年
四
月
二
十
一
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

道
路
の

路
　
線
　
名

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

延
　
　
　
長

供
用
開
始
の

種
類

（
メ
ー
ト
ル
）
期
日

県
道

一
宮
山
梨
線

笛
吹
市
一
宮
町
坪
井
字
大
原
一
九
九

五
〇
七
〇
・
五
平
成
二
十
年

〇
番
の
一
地
先
か
ら

四
月
一
日

山
梨
市
上
岩
下
字
小
金
田
三
〇
六
番

地
先
ま
で

笛
吹
市
石
和
町
川
中
島
字
宮
ノ
東
一

二
二
〇
・
〇

一
〇
番
の
四
三
地
先
か
ら

笛
吹
市
石
和
町
川
中
島
字
宮
ノ
東
一

六
〇
七
番
の
一
六
一
地
先
ま
で

山
梨
県
告
示
第
百
五
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
東
建
設
事
務
所
に

お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
年
四
月
二
十
一
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

道
路
の

路
　
線
　
名

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

延
　
　
　
長

供
用
開
始
の

種
類

（
メ
ー
ト
ル
）
期
日

県
道

柳
平
塩
山
線

山
梨
市
牧
丘
町
柳
平
五
九
番
の
一
地

一
九
四
三
七
・
平
成
二
十
年

先
か
ら

七

四
月
一
日

甲
州
市
塩
山
上
於
曽
字
宮
村
一
〇
五

四
番
の
一
地
先
ま
で

山
梨
県
告
示
第
百
五
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
管
理
課
及
び
富
士
・
東
部
建
設
事

務
所
（
吉
田
支
所
を
除
く
。）
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
年
四
月
二
十
一
日
ま
で
一

般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

道
路
の

路
　
線
　
名

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

延
　
　
　
長

供
用
開
始
の

種
類

（
メ
ー
ト
ル
）
期
日

県
道

大
月
上
野
原

上
野
原
市
野
田
尻
字
栗
原
六
五
番
の

一
二
三
〇
・
〇
平
成
二
十
年

線

二
地
先
か
ら

三
月
三
十
一

上
野
原
市
大
椚
字
富
士
塚
四
五
二
番

日

の
四
地
先
ま
で

山
梨
県
告
示
第
百
五
十
九
号

一
級
河
川
後
藤
沢
川
に
係
る
河
川
区
域
の
指
定
（
平
成
十
年
山
梨
県
告
示
第
四
百
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

第
一
号
図
に
係
る
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

（
「
次
の
よ
う
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
図
面
を
山
梨
県
土
木
部
治
水
課
及
び
峡
東
建
設
事
務
所

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
八
百
四
十
一
号
　
　
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

一
八
一



に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

山
梨
県
告
示
第
百
六
十
号

一
級
河
川
鼓
川
に
係
る
河
川
区
域
の
指
定
（
昭
和
五
十
二
年
山
梨
県
告
示
第
百
三
十
三
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

「
第
一
号
図
か
ら
第
五
号
図
ま
で
」
を
「
第
一
号
図
か
ら
第
二
十
号
図
ま
で
」
に
改
め
る
。

（
そ
の
関
係
図
面
を
山
梨
県
土
木
部
治
水
課
及
び
峡
東
建
設
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

る
。）

山
梨
県
告
示
第
百
六
十
一
号

次
の
と
お
り
廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
の
で
、
河
川
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
十
四
号
）
第
四

十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
告
示
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
を
山
梨
県
土
木
部
治
水
課
及
び
中
北
建
設
事
務

所
（
峡
北
支
所
を
除
く
）
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
河
川
の
名
称
　
富
士
川
水
系
　
大
森
川

二
　
廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
年
月
日
　
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

三
　
廃
川
敷
地
等
の
位
置
　
中
央
市
大
鳥
居
字
長
鞍
四
千
五
百
九
十
九
番
四
一
、
四
千
五
百
九
十
九
番

四
二
及
び
四
千
五
百
九
十
九
番
四
四

四
　
廃
川
敷
地
等
の
種
類
及
び
数
量
　
二
百
四
十
八
・
八
五
平
方
メ
ー
ト
ル

山
梨
県
告
示
第
百
六
十
二
号

水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
洪
水
予
報
を

行
う
河
川
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

水
系
名

河
川
名

指
　
　
　
定
　
　
　
区
　
　
　
間

富
士
川
　
　
荒
川
　
　
　
（
左
岸
）
甲
府
市
飯
田
二
丁
目
四
十
六
番
地
先
か
ら

笛
吹
川
合
流
点
ま
で

（
右
岸
）
甲
府
市
下
飯
田
一
丁
目
四
百
七
十
六
番
の
一
地
先
か
ら

笛
吹
川
合
流
点
ま
で

山
梨
県
告
示
第
百
六
十
三
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事

業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
施
行
者
の
名
称

南
ア
ル
プ
ス
市

二
　
都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

峡
西
都
市
計
画
下
水
道
事
業
南
ア
ル
プ
ス
市
公
共
下
水
道

三
　
事
業
施
行
期
間

昭
和
六
十
二
年
二
月
十
六
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四
　
事
業
地

１
　
収
用
の
部
分

平
成
十
四
年
山
梨
県
告
示
第
五
百
十
二
号
、
平
成
十
五
年
山
梨
県
告
示
第
百
六
号
、
平
成
十
五

年
山
梨
県
告
示
第
八
十
九
号
、
平
成
十
五
年
山
梨
県
告
示
第
百
四
十
三
号
及
び
平
成
十
五
年
山
梨

県
告
示
第
百
七
号
の
事
業
地
に
南
ア
ル
プ
ス
市
大
字
小
笠
原
字
往
還
東
及
び
字
雨
久
保
、
同
市
大

字
下
宮
地
字
御
崎
、
同
市
大
字
十
五
所
字
西
原
、
同
市
大
字
西
南
湖
字
小
原
及
び
字
番
屋
、
同
市

大
字
野
牛
島
字
西
ノ
久
保
、
同
市
大
字
六
科
字
南
河
原
及
び
字
宮
東
並
び
に
同
市
大
字
山
寺
字
下

屋
敷
の
全
部
を
加
え
、
同
市
大
字
飯
野
字
三
宮
神
及
び
字
村
西
、
同
市
大
字
和
泉
字
時
田
、
字
出

道
及
び
字
屋
舗
、
同
市
大
字
今
諏
訪
字
北
原
、
字
御
勅
使
先
、
字
中
河
原
、
字
古
岡
及
び
字
森
西
、

同
市
大
字
江
原
字
起
田
、
同
市
大
字
小
笠
原
字
立
畑
、
同
市
大
字
落
合
字
西
畑
、
字
吉
野
、
字
北

河
原
、
字
道
林
、
字
六
ツ
長
及
び
字
天
神
、
同
市
大
字
加
賀
美
字
堤
下
、
字
中
河
原
、
字
角
畑
、

字
流
間
、
字
垈
原
、
字
清
水
、
字
深
田
及
び
字
田
島
北
、
同
市
大
字
鏡
中
条
字
蔵
入
及
び
字
柳
原
、

同
市
大
字
在
家
塚
字
北
河
原
、
同
市
大
字
沢
登
字
赤
面
、
同
市
大
字
下
市
之
瀬
字
川
東
、
同
市
大

字
下
高
砂
字
水
神
及
び
字
大
柳
、
同
市
大
字
十
五
所
字
立
石
及
び
字
村
前
西
、
同
市
大
字
田
島
字

大
小
川
、
字
北
河
原
、
字
油
田
、
字
中
川
田
、
字
天
神
河
原
、
字
居
村
、
字
桜
井
及
び
字
古
屋
敷
、

同
市
大
字
百
々
字
上
引
草
及
び
字
下
引
草
、
同
市
大
字
十
日
市
場
字
北
林
、
同
市
大
字
徳
永
字
下

河
原
、
同
市
大
字
西
南
湖
字
内
乗
、
字
折
戸
、
字
天
神
、
字
上
河
原
、
字
沖
田
、
字
時
田
及
び
字

西
河
原
、
同
市
大
字
西
野
字
西
原
、
字
宮
西
、
字
夏
目
原
、
字
五
味
、
字
南
原
、
字
前
原
、
字
西

久
根
、
字
東
原
及
び
字
池
尻
、
同
市
大
字
野
牛
島
字
小
泉
、
字
観
現
上
、
字
石
橋
、
字
宮
ノ
前
及

び
字
大
塚
、
同
市
大
字
六
科
字
高
塚
、
字
門
脇
、
字
宮
西
、
字
村
北
及
び
字
柳
西
、
同
市
大
字
桃

園
字
雨
ヶ
久
保
及
び
字
北
畑
並
び
に
同
市
大
字
吉
田
字
大
草
、
字
中
畑
及
び
字
小
管
の
各
一
部
を

加
え
、
同
市
大
字
飯
野
字
村
東
、
同
市
大
字
下
宮
地
字
三
輪
西
、
同
市
大
字
野
牛
島
字
居
村
及
び

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
八
百
四
十
一
号
　
　
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

一
八
二



字
新
兄
家
敷
並
び
に
同
市
大
字
山
寺
字
寺
前
、
字
宝
伝
及
び
字
上
河
原
を
全
部
に
変
更
し
、
同
市

大
字
鮎
沢
字
久
保
田
、
字
北
桜
井
及
び
字
南
桜
井
、
同
市
大
字
有
野
字
北
新
田
、
同
市
大
字
飯
野

字
村
中
、
字
宮
東
、
字
七
社
及
び
字
街
道
端
、
同
市
大
字
和
泉
字
滝
西
、
同
市
大
字
荊
沢
字
榎
田
、

同
市
大
字
今
諏
訪
字
後
畑
、
字
堀
上
及
び
字
秋
宮
、
同
市
大
字
上
八
田
字
小
六
科
及
び
字
二
ツ
塚
、

同
市
大
字
小
笠
原
字
川
向
、
同
市
大
字
落
合
字
神
明
、
同
市
大
字
鏡
中
条
字
中
ノ
切
、
字
村
東
、

字
将
監
、
字
下
ノ
切
及
び
字
反
田
、
同
市
大
字
上
高
砂
字
二
番
下
及
び
字
村
中
、
同
市
大
字
在
家

塚
字
柳
原
、
字
御
堂
、
字
神
ノ
木
、
字
横
堀
及
び
字
仲
畑
、
同
市
大
字
百
々
字
荊
原
及
び
字
宮
内
、

同
市
大
字
十
日
市
場
字
向
、
同
市
大
字
戸
田
字
沖
田
、
同
市
大
字
古
市
場
字
東
小
沢
、
同
市
大
字

野
牛
島
字
立
石
、
字
田
尻
、
字
舞
台
、
字
西
林
、
字
神
戸
、
字
儘
下
及
び
字
下
ノ
川
、
同
市
大
字

山
寺
字
山
際
、
字
下
南
田
及
び
字
入
田
並
び
に
同
市
大
字
桃
園
字
宮
原
、
字
寺
畑
及
び
八
反
畑
の

各
一
部
を
変
更
す
る
。

２
　
使
用
の
部
分

変
更
な
し

山
梨
県
告
示
第
百
六
十
四
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事

業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
施
行
者
の
名
称

韮
崎
市

二
　
都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

韮
崎
都
市
計
画
下
水
道
事
業
韮
崎
市
公
共
下
水
道

三
　
事
業
施
行
期
間

平
成
元
年
一
月
九
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四
　
事
業
地

１
　
収
用
の
部
分

平
成
十
一
年
山
梨
県
告
示
第
二
百
五
十
八
号
及
び
平
成
十
五
年
山
梨
県
告
示
第
百
三
十
号
の
事

業
地
に
韮
崎
市
旭
町
上
条
中
割
字
穴
田
、
字
渋
田
及
び
梅
木
田
、
韮
崎
市
旭
町
上
条
南
割
字
大
御

勅
使
、
字
小
森
、
字
樫
山
、
字
起
ツ
、
字
外
御
勅
使
、
字
吉
原
、
字
東
川
、
字
山
寺
及
び
字
河
原

石
、
韮
崎
市
大
草
町
上
条
東
割
字
大
石
、
字
明
神
前
、
字
芝
原
、
字
丸
山
東
、
字
羽
根
前
、
字
堤

久
保
及
び
字
築
地
、
韮
崎
市
大
草
町
下
条
西
割
字
川
崎
、
字
前
田
、
字
大
畑
、
字
窪
田
、
字
小
原
、

字
前
新
田
、
字
下
山
神
、
字
向
原
、
字
蔵
屋
敷
、
字
下
条
、
字
添
田
及
び
字
前
川
原
並
び
に
韮
崎

市
大
草
町
下
条
中
割
字
下
丸
林
、
字
河
原
田
、
字
宿
新
居
、
字
清
水
、
字
前
田
、
字
下
村
及
び
字

新
田
の
各
一
部
を
加
え
、
韮
崎
市
藤
井
町
駒
井
字
西
御
門
及
び
天
神
前
、
韮
崎
市
大
字
上
祖
母
石

字
高
砂
、
韮
崎
市
大
字
下
祖
母
石
字
勝
岡
、
字
古
数
坂
下
及
び
字
前
屋
根
、
韮
崎
市
大
字
一
ツ
谷

字
海
老
島
、
字
丸
山
及
び
字
西
岩
下
、
韮
崎
市
本
町
四
丁
目
、
韮
崎
市
栄
一
丁
目
、
韮
崎
市
栄
二

丁
目
並
び
に
韮
崎
市
龍
岡
町
下
条
南
割
字
御
座
田
の
各
一
部
を
削
除
し
、
韮
崎
市
藤
井
町
駒
井
字

宮
の
前
、
韮
崎
市
韮
崎
町
上
ノ
山
字
馬
口
、
字
北
堀
及
び
字
外
輪
原
、
韮
崎
市
大
草
町
若
尾
字
本

滝
、
字
高
芝
原
、
字
竹
の
下
及
び
字
大
坪
、
韮
崎
市
大
草
町
上
条
東
割
字
堤
久
保
、
韮
崎
市
大
草

町
下
条
西
割
字
向
原
、
韮
崎
市
大
草
町
下
条
中
割
字
宮
前
道
及
び
字
丸
林
、
韮
崎
市
龍
岡
町
若
尾

新
田
字
海
老
島
、
韮
崎
市
龍
岡
町
下
条
南
割
字
西
原
、
字
北
原
、
字
石
宮
及
び
字
遠
座
田
、
韮
崎

市
龍
岡
町
下
条
東
割
字
門
開
、
字
長
塚
道
下
及
び
字
長
塚
道
上
、
韮
崎
市
旭
町
上
条
北
割
字
夏
目

原
並
び
に
韮
崎
市
大
字
上
祖
母
石
字
高
砂
に
お
い
て
事
業
地
を
変
更
す
る
。

２
　
使
用
の
部
分

変
更
な
し

山
梨
県
告
示
第
百
六
十
五
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事

業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
施
行
者
の
名
称

鰍
沢
町

二
　
都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

増
穂
都
市
計
画
及
び
市
川
大
門
都
市
計
画
下
水
道
事
業
鰍
沢
町
公
共
下
水
道

三
　
事
業
施
行
期
間

平
成
三
年
三
月
四
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四
　
事
業
地

１
　
収
用
の
部
分

平
成
六
年
山
梨
県
告
示
第
四
百
七
十
二
号
、
平
成
十
年
山
梨
県
告
示
第
百
七
十
九
号
、
平
成
十

五
年
山
梨
県
告
示
第
二
百
四
十
三
号
の
事
業
地
の
う
ち
、
南
巨
摩
郡
鰍
沢
町
大
字
鰍
沢
字
上
ノ
山

を
削
る
。

２
　
使
用
の
部
分

変
更
な
し

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
八
百
四
十
一
号
　
　
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

一
八
三



山
梨
県
告
示
第
百
六
十
六
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事

業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
施
行
者
の
名
称

昭
和
町

二
　
都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

甲
府
都
市
計
画
下
水
道
事
業
昭
和
町
公
共
下
水
道

三
　
事
業
施
行
期
間

昭
和
六
十
二
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四
　
事
業
地

１
　
収
用
の
部
分

平
成
十
四
年
山
梨
県
告
示
第
百
七
十
八
号
の
事
業
地
に
中
巨
摩
郡
昭
和
町
大
字
築
地
新
田
字
新

居
巻
並
び
に
昭
和
町
大
字
飯
喰
字
出
間
西
、
字
西
丹
保
、
字
屋
敷
添
、
字
村
前
、
字
下
新
田
、
字

金
屋
敷
及
び
字
堀
尻
の
各
全
部
、
昭
和
町
大
字
築
地
新
居
字
大
島
、
昭
和
町
大
字
飯
喰
字
道
下
、

字
水
上
、
字
中
河
原
及
び
字
神
明
並
び
に
昭
和
町
大
字
河
東
中
島
字
山
伏
の
各
一
部
を
加
え
、
昭

和
町
大
字
西
条
字
姥
川
を
削
り
、
昭
和
町
大
字
築
地
新
居
字
大
神
、
昭
和
町
大
字
上
河
東
字
田
之

神
田
並
び
に
昭
和
町
大
字
河
西
字
村
内
、
字
鶴
住
及
び
字
亀
住
に
お
い
て
事
業
地
を
各
一
部
か
ら

各
全
部
に
、
昭
和
町
大
字
西
条
新
田
字
北
河
原
及
び
字
村
前
、
昭
和
町
大
字
西
条
字
北
河
原
、
字

中
河
原
、
字
馬
籠
、
字
岡
畑
、
字
金
山
、
字
清
水
、
字
村
前
及
び
字
立
石
並
び
に
昭
和
町
大
字
押

越
字
下
川
瀬
に
お
い
て
事
業
地
を
各
全
部
か
ら
各
一
部
に
変
更
し
、
昭
和
町
大
字
飯
喰
字
村
西
、

昭
和
町
大
字
河
西
字
村
西
、
昭
和
町
大
字
西
条
新
田
字
村
北
、
昭
和
町
大
字
押
越
字
鎌
田
川
端
及

び
字
大
窪
並
び
に
昭
和
町
大
字
紙
漉
阿
原
字
上
河
原
地
内
に
お
い
て
事
業
地
を
変
更
す
る
。

２
　
使
用
の
部
分

変
更
な
し

山
梨
県
告
示
第
百
六
十
七
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事

業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
施
行
者
の
名
称

増
穂
町

二
　
都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

増
穂
都
市
計
画
下
水
道
事
業
増
穂
町
公
共
下
水
道

三
　
事
業
施
行
期
間

昭
和
六
十
二
年
十
二
月
十
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四
　
事
業
地

１
　
収
用
の
部
分

平
成
四
年
山
梨
県
告
示
第
四
百
四
十
四
号
、
平
成
十
年
山
梨
県
告
示
第
百
七
十
八
号
、
平
成
十

五
年
山
梨
県
告
示
第
六
十
一
号
、
平
成
十
八
年
山
梨
県
告
示
第
六
十
六
号
及
び
平
成
十
八
年
山
梨

県
告
示
第
五
百
九
十
六
号
の
事
業
地
に
、
南
巨
摩
郡
増
穂
町
大
字
天
神
中
条
字
北
河
原
の
各
一
部

を
加
え
、増
穂
町
大
字
小
林
字
回
り
木
及
び
字
往
還
東
並
び
に
増
穂
町
大
字
天
神
中
条
字
天
神
廻
、

字
神
田
及
び
字
前
田
に
お
い
て
事
業
地
を
変
更
す
る
。

２
　
使
用
の
部
分

変
更
な
し

山
梨
県
告
示
第
百
六
十
八
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事

業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
施
行
者
の
名
称

中
央
市

二
　
都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

甲
府
都
市
計
画
下
水
道
事
業
中
央
市
公
共
下
水
道

三
　
事
業
施
行
期
間

昭
和
六
十
二
年
二
月
二
十
三
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四
　
事
業
地

１
　
収
用
の
部
分

平
成
十
四
年
山
梨
県
告
示
第
五
百
七
号
及
び
平
成
十
七
年
山
梨
県
告
示
第
五
百
二
十
二
号
の
事

業
地
に
、
中
央
市
中
楯
字
沢
越
、
字
極
楽
坊
、
字
宮
ノ
前
及
び
壱
町
田
、
中
央
市
布
施
字
宮
前
及

び
字
小
井
川
、
中
央
市
臼
井
阿
原
字
川
向
、
字
葭
原
、
字
葭
原
下
、
字
古
堤
敷
、
字
上
阿
原
及
び

字
中
阿
原
並
び
に
中
央
市
西
花
輪
字
阿
原
前
、
字
村
北
、
字
古
宮
及
び
字
村
東
の
各
一
部
を
加
え
、

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
八
百
四
十
一
号
　
　
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

一
八
四



中
央
市
成
島
字
町
東
及
び
字
町
西
、
中
央
市
下
河
東
字
中
窪
、
字
細
町
、
字
天
神
木
、
字
平
田
宮

及
び
八
反
田
、
中
央
市
一
町
畑
字
芝
原
、
字
姥
神
及
び
字
形
見
、
中
央
市
布
施
字
小
河
原
、
字
清

水
前
、
字
小
井
川
及
び
宿
西
並
び
に
中
央
市
山
之
神
字
居
村
の
各
一
部
を
削
る
。

２
　
使
用
の
部
分

変
更
な
し

山
梨
県
告
示
第
百
六
十
九
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事

業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
施
行
者
の
名
称

市
川
三
郷
町

二
　
都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

市
川
大
門
都
市
計
画
下
水
道
事
業
市
川
三
郷
町
公
共
下
水
道

三
　
事
業
施
行
期
間

平
成
四
年
二
月
十
七
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四
　
事
業
地

１
　
収
用
の
部
分

平
成
十
四
年
山
梨
県
告
示
第
三
百
九
十
六
号
及
び
平
成
十
五
年
山
梨
県
告
示
第
六
十
四
号
の
事

業
地
に
、
西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
大
塚
字
前
田
、
字
伊
勢
塚
、
字
幅
、
字
堀
込
、
字
桜
塚
、
字
後

田
、
字
供
養
塚
、
字
水
呑
場
、
字
道
林
及
び
字
下
河
原
、
市
川
三
郷
町
上
野
字
上
野
、
字
一
城
林
、

字
峠
沢
、
字
矢
作
、
字
籠
鼻
及
び
字
川
浦
、
市
川
三
郷
町
市
川
大
門
字
御
屋
敷
、
字
平
塩
、
字
西

平
塩
、
字
上
原
、
字
羽
場
、
字
宮
東
及
び
字
野
中
、
市
川
三
郷
町
印
沢
字
片
山
、
市
川
三
郷
町
高

田
字
大
正
及
び
字
椚
田
、
市
川
三
郷
町
下
大
鳥
居
字
道
場
、
字
湯
ノ
岡
、
字
波
柳
、
字
天
神
林
、

字
前
畑
、
字
平
林
、
字
下
河
原
、
字
池
尻
、
字
中
河
原
及
び
字
嶋
田
並
び
に
市
川
三
郷
町
黒
沢
字

池
尻
、
字
久
保
沼
、
字
上
沼
、
字
平
林
、
字
大
久
保
、
字
町
尻
、
字
前
田
、
字
西
田
、
字
下
居
村
、

字
上
居
村
、
字
北
後
林
、
字
南
後
林
、
字
前
山
、
字
宮
田
、
字
宮
ノ
尾
及
び
字
石
津
山
の
各
一
部

を
加
え
る
。

２
　
使
用
の
部
分

変
更
な
し

山
梨
県
告
示
第
百
七
十
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事

業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
施
行
者
の
名
称

甲
斐
市

二
　
都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

甲
府
都
市
計
画
下
水
道
事
業
甲
斐
市
公
共
下
水
道

三
　
事
業
施
行
期
間

昭
和
六
十
二
年
二
月
二
十
三
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四
　
事
業
地

１
　
収
用
の
部
分

平
成
十
八
年
山
梨
県
告
示
第
百
七
十
三
号
及
び
平
成
十
八
年
山
梨
県
告
示
第
百
七
十
四
号
の
事

業
地
に
甲
斐
市
天
狗
沢
字
笹
原
の
全
部
と
甲
斐
市
竜
王
新
町
字
八
幡
及
び
字
氏
新
西
、
甲
斐
市
名

取
字
新
堰
端
、
甲
斐
市
富
竹
新
田
字
東
耕
地
、
字
久
保
田
及
び
字
正
明
、
甲
斐
市
篠
原
字
新
居
東
、

字
梅
の
木
、
甲
斐
市
西
八
幡
字
東
冷
間
、
甲
斐
市
島
上
条
字
大
塚
、
字
蛇
石
、
字
大
石
田
及
び
字

神
明
前
、
甲
斐
市
境
字
仲
田
及
び
字
西
川
並
び
に
甲
斐
市
天
狗
沢
字
蟹
河
原
の
各
一
部
を
加
え
、

甲
斐
市
竜
王
新
町
字
天
神
前
及
び
字
氏
神
前
、
甲
斐
市
竜
王
字
東
裏
、
字
十
蔵
窪
、
字
判
家
塚
及

び
字
村
東
、
富
田
新
田
字
伊
勢
河
原
、
字
西
耕
地
、
字
上
北
裏
、
字
郷
河
原
、
字
十
二
名
及
び
字

万
才
、
甲
斐
市
名
取
字
上
河
原
、
甲
斐
市
篠
原
字
柳
河
原
、
字
榎
篠
、
字
元
山
富
司
、
字
富
の
西
、

字
高
儘
及
び
字
発
足
新
居
、
甲
斐
市
玉
川
字
立
野
及
び
字
中
央
地
内
、
甲
斐
市
中
下
条
字
金
ノ
宮

及
び
字
一
里
塚
並
び
に
甲
斐
市
島
上
条
字
村
続
、
字
山
宮
地
、
字
塚
田
及
び
大
庭
に
お
い
て
事
業

地
を
変
更
す
る
。

２
　
使
用
の
部
分

変
更
な
し

山
梨
県
告
示
第
百
七
十
一
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事

業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
施
行
者
の
名
称

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
八
百
四
十
一
号
　
　
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

一
八
五



甲
斐
市

二
　
都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

韮
崎
都
市
計
画
下
水
道
事
業
甲
斐
市
公
共
下
水
道

三
　
事
業
施
行
期
間

平
成
元
年
一
月
二
十
六
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四
　
事
業
地

１
　
収
用
の
部
分

平
成
十
五
年
山
梨
県
告
示
第
二
四
一
号
の
事
業
地
に
甲
斐
市
岩
森
字
向
河
原
及
び
字
間
々
下
の

一
部
を
加
え
、
甲
斐
市
宇
津
谷
字
駒
沢
裏
、
字
古
森
、
字
駒
沢
、
字
神
田
、
字
南
原
、
字
天
神
反
、

字
唐
松
、
字
滝
沢
、
字
八
ツ
倉
、
字
中
谷
戸
及
び
字
久
保
川
、
甲
斐
市
岩
森
字
山
の
神
、
字
坊
沢

東
、
字
砂
間
、
字
大
坪
及
び
字
柿
の
木
、
甲
斐
市
大
垈
字
日
向
及
び
字
松
葉
、
甲
斐
市
竜
地
字
池

久
保
、
字
着
物
沢
、
字
地
蔵
原
、
字
北
川
、
字
二
ツ
塚
及
び
御
座
石
、
甲
斐
市
下
今
井
字
桐
物
沢
、

字
北
裏
、
字
上
の
山
、
字
登
之
越
、
字
又
右
衛
門
川
、
字
冷
泥
、
字
立
打
、
字
清
水
端
、
字
上
の

段
、
字
大
無
垢
理
、
字
立
間
及
び
字
南
原
に
お
い
て
事
業
地
を
変
更
す
る
。

２
　
使
用
の
部
分

変
更
な
し

山
梨
県
告
示
第
百
七
十
二
号

過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
十
五
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
市
町
村
に
代
わ
っ
て
県
が
設
置
し
た
公
共
下
水
道
の
名
称
、
工
事
の
区
域
又
は
区
間
、
工
事
の
内

容
及
び
工
事
の
完
了
の
日
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
公
共
下
水
道
の
名
称

北
杜
市
特
定
環
境
保
全
公
共
下
水
道

二
　
工
事
の
区
域
又
は
区
間

北
杜
市
武
川
町
三
吹
地
区
、
山
高
地
区
及
び
柳
沢
地
区

三
　
工
事
の
内
容

公
共
下
水
道
の
幹
線
管
渠
の
設
置

四
　
工
事
の
完
了
の
日

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

公
　
　
　
告

'

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。
そ
の
関
係
書
類
は
、
県
民
情
報
セ
ン
タ
ー

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日
　
平
成
二
十
年
三
月
十
八
日

二
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並

び
に
そ
の
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

１
　
名
称
　
特
定
非
営
利
活
動
法
人
Ｉ.

Ｓ.

Ｓ
Ｃ
Ｈ
Ｏ
Ｏ
Ｌ

２
　
代
表
者
の
氏
名
　
佐
藤
ト
メ
子

３
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
　
山
梨
県
甲
斐
市

４
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
整
体
療
法
に
関
心
の
あ
る
人
々
及
び
整
体
技
術
の
取
得
を
目
指
し
て
い
る
全
て

の
人
々
に
対
し
て
、
整
体
技
術
の
普
及
、
啓
発
、
教
育
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
整
体
療
法
の
効

果
を
多
く
の
人
々
に
体
験
し
て
も
ら
い
、
ま
た
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
と
し
て
活
躍
で
き
る
人
材
を
育

成
す
る
こ
と
に
よ
り
、
人
々
の
健
康
増
進
及
び
雇
用
の
創
出
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

三
　
縦
覧
期
間
　
平
成
二
十
年
三
月
十
九
日
か
ら
同
年
五
月
十
八
日
ま
で

'

肥
料
の
登
録
事
項
の
変
更

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
肥

料
登
録
の
事
項
を
変
更
し
た
の
で
、
同
法
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

登
録
番
号
　
肥
料
の
　
肥
料
の
名
称
　
生
産
業
者
氏
名
　
変
更
年
月
　
代
表
者
の
氏
名

種
類
　
　
　
　
　
　
　
　
又
は
名
称
及
び
　
日

住
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
変
更
後
　
　
変
更
前

山
梨
県
第
　
乾
燥
菌
　
乾
燥
菌
体
肥
　
サ
ン
ト
リ
ー
株
　
平
成
十
九
　
工
場
長
　
　
工
場
長

一
二
号
　
　
体
肥
料
　
料
Ｓ
―
Ａ
　
　
式
会
社
　
白
州
　
年
三
月
二
　
前
村
　
久
　
木
村
俊
一

蒸
溜
所
　
工
場
　
十
九
日

長
　
前
村
　
久

山
梨
県
第
　
　
　
　
　
乾
燥
菌
体
肥
　
山
梨
県
北
杜
市

一
四
号
　
　
　
　
　
　
料
Ｓ
―
Ｂ
　
　
白
州
町
鳥
原
二

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
八
百
四
十
一
号
　
　
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

一
八
六



九
一
三
―
一

'

肥
料
の
登
録
有
効
期
間
の
更
新

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
肥

料
の
登
録
有
効
期
間
の
更
新
を
し
た
の
で
、
同
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

登
録
番
号

肥
料
の

肥
料
の
名
称

保
証
成
分
量

そ
の
他

生
産
業
者
の
氏
名
有
効
期
限

種
類

（
％
）

の
規
格

又
は
名
称
及
び
住

所

山
梨
県
第

副
産
石

う
ず
ら
石
灰

ア
ル
カ
リ
分

公
定
規

株
式
会
社
　
山
和
平
成
二
十

一
三
号
　

灰
肥
料

肥
料

三
五
・
〇
％

格
の
と

食
品
　
代
表
取
締
二
年
八
月

お
り

役
　
小
林
　
利
雄
十
二
日

山
梨
県
甲
府
市
西

下
条
町
一
一
六
七

―
三
二

山
梨
県
第

乾
燥
菌

乾
燥
菌
体
肥

窒
素
全
量
　

公
定
規

サ
ン
ト
リ
ー
株
式
平
成
二
十

一
四
号

体
肥
料

料
Ｓ
―
Ｂ
　
　
　
四
・
〇
％

格
の
と

会
社
　
白
州
蒸
溜
三
年
三
月

り
ん
酸
全
量

お
り
　

所
　
工
場
長
　
前
七
日

一
・
〇
％
　
　
　
　

村
　
久
　
山
梨
県

北
杜
市
白
州
町
鳥

原
二
九
一
三
―
一

'

公
共
測
量
の
終
了

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
年
三
月
二
十
一
日
付
け
で
山
梨
県
知
事
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測

量
を
終
了
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
作
業
種
類
　
一
級
水
準
測
量

二
　
作
業
期
間
　
平
成
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
年
三
月
二
十
一
日
ま
で

三
　
作
業
地
域
　
甲
府
市
、
甲
斐
市
、
笛
吹
市
、
中
央
市
及
び
中
巨
摩
郡
昭
和
町

'

水
防
法
に
基
づ
く
水
防
警
報
を
す
る
河
川
の
指
定

水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
水
防
警
報
を

す
る
河
川
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

水
系
名

河
川
名

指
　
　
　
定
　
　
　
区
　
　
　
間

富
士
川

荒
川
　
　
（
左
岸
）
甲
府
市
山
宮
町
四
百
八
十
三
番
地
先
金
石
橋
か
ら

笛
吹
川
合
流
点
ま
で

（
右
岸
）
甲
斐
市
牛
句
八
十
八
番
の
一
地
先
金
石
橋
か
ら

笛
吹
川
合
流
点
ま
で

そ
　
　
の
　
　
他

山
梨
県
収
用
委
員
会
規
則
第
一
号

山
梨
県
収
用
委
員
会
運
営
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
収
用
委
員
会

会
　
長
　
　
古
　
　
井
　
　
明
　
　
男

山
梨
県
収
用
委
員
会
運
営
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
収
用
委
員
会
運
営
規
則
（
平
成
十
二
年
山
梨
県
収
用
委
員
会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
中
「
土
木
部
土
木
総
務
課
」
を
「
県
土
整
備
部
県
土
整
備
総
務
課
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
八
百
四
十
一
号
　
　
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

一
八
七



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
八
百
四
十
一
号
　
　
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

一
八
八


